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○本マニュアルについては、各大学からの質問等を踏まえ必要に応じ更新します。厚生労働省ホーム

ページ上に掲載する最新のマニュアルを参照してください。 
○古い様式で提出があった場合、新しい様式での再提出を依頼する場合があります。厚生労働省ホー

ムページ上に掲載する最新の様式を使用してください。 
○本マニュアルにおいては、「大学等」「大学院」のいずれかの様式を例に確認申請書・教員調書等の

様式記載例を示していますが、「大学等」「大学院」のどちらであっても求める記載は同様となりま
すので、適宜記載例を参照して作成してください。 

○本マニュアルの「通知」とは、「公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となる
ために必要な科目の確認について」（２９文科初第８７９号・障発０９１５第８号、平成２９年９月
１５日）のことです。 

 
令和７年５月26日 

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 
精神・障害保健課 公認心理師制度推進室 

  

公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する 

公認心理師となるために必要な科目の 

「開講科目確認書」及び「確認申請書」作成マニュアル 

 

※新規の届出・申請にあたっての内容とともに、変更届の作成に係る内容も含めております。 



2 
 

 

目次 
１．提出書類について           １ 

２．開講科目確認書の記載方法（新規の場合）       ３ 

３．開講科目確認書の記載方法（変更の場合）       ５ 

４．確認申請書の記載方法（新規の場合）        ６ 

５．確認申請書の記載方法（変更の場合）        10 

６．教員調書の記載方法          17 

７．実習指導者調書の記載方法         19 

８．実習施設承諾書の記載方法         21 

９．実習演習計画について          23 

10．実習演習計画チェックリスト         33 

11．提出書類チェックリスト          34 

12．Ｑ＆Ａ            36 

 

  



 

 

- 1 - 
 

1．提出書類について 

 
 届出・申請内容に応じて、以下の①～④に示す書類を提出いただく必要があります。 
 

提出書類の記載方法が本マニュアルと異なる場合、修正を依頼する場合があること、また確認作業の過程で本マニ
ュアルに記載していない追加の書類を求める場合があることに留意してください。 

なお、提出については電子メール（koninshinrishi@mhlw.go.jp）での提出を基本としますが、従前どおり紙媒
体での提出でも差し支えありません。 
 
① 開講科目確認書（新規）を提出する場合 
 

・開講科目確認書（通知中の様式１）  ※鑑文不要 
 
② 確認申請書（新規）を提出する場合 
 

・確認申請書（通知中の様式２、鑑文及び開講詳細） 
・教員調書 
・実習指導者調書 
・実習施設承諾書 
・実習演習計画 

 

③ 開講科目確認書（変更届）を提出する場合 
 

・開講科目確認書（変更届） ※鑑文不要 
 ＊変更箇所に下線を付したもの 

 
④ 確認申請書（変更届）を提出する場合 
 

・確認申請書（通知中の様式２、鑑文及び開講詳細） 
 ＊変更箇所に下線を付したもの 
・変更箇所の概要 
・教員調書 
 ＊実習演習担当教員の変更・追加がある場合のみ 
・実習指導者調書 
 ＊実習指導者の変更・追加がある場合のみ 
・実習施設承諾書 
 ＊実習施設の変更・追加がある場合のみ 
・実習演習計画 
 ＊計画への記載事項に変更・追加がある場合のみ 
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確認申請書への記載事項に変更がある場合の提出書類については以下を参考としてください。 

変更箇所 提出が必要な書類 

１．設置者 なし 

２．大学等の名称（学部・学科等含む） 
○教員調書 
 ※「大学等の名称」欄を変更いただく必要があります 

３．大学等の本部の住所 なし 

４．実習演習科目の名称及び開講（予定）年月日 ○実習演習計画 

５．実習演習科目の受け入れ可能人数（科目ご
とに記載）及び学科等の定員 

○実習演習計画 

６．実習演習担当教員の員数（科目ごとに記載） 
○教員調書（教員の追加がある場合） 
○実習演習計画（教員について記述がある場合） 

７．実習演習担当教員 
○教員調書 
（教員の追加や変更がある場合） 
○実習演習計画（教員について記述がある場合） 

８．実習施設 

○実習指導者調書（指導者の追加や変更、施設の名
称変更がある場合） 

○実習施設承諾書（施設の追加、施設の名称や所在
地に変更がある場合） 
※代表者が変更されたのみであれば提出不要 

○実習演習計画 
実習演習計画（変更後の実習演習計画の提出は必須） 
○実習演習計画 下記は例 

・心理実習及び心理実践実習の実習指導者が同時に
指導を行う学生数の変更 

・実習演習科目の教育内容の変更 
・実習施設における実習担当教員による巡回指導の

取扱の変更 
・心理実習及び心理実践実習の実習時間数、分野の取

扱い、医療機関での実習、担当ケースの変更 等 

○変更後の実習演習計画のみ 
 

※変更箇所が複数の場合には、それぞれの箇所に記載されている書類を全て提出してください。（ただ
し、重複しているものは除く。）  
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２．開講科目確認書の記載方法（新規の場合） 
 
 
大学等名           

年  月  日 
開講科目確認書（大学院） 

 

No. 
 

大学院における必要な科目名 
※（  ）内に開講科目名を記入すること。

複数可。 
含まれる事項 

チェック 
（注） 

1 
 
保健医療分野に関する理論と支援の展開 
（                       ） 

① 保健医療分野に関わる公認心理師

の実践 
 

2 
 
福祉分野に関する理論と支援の展開 
（                       ） 

① 福祉分野に関わる公認心理師の実

践 
 

3 
 
教育分野に関する理論と支援の展開 
（                       ） 

① 教育分野に関わる公認心理師の実

践 
 

4 
 
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 
（                       ） 

① 司法・犯罪分野に関わる公認心理師

の実践 
 

5 
 
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 
（                       ） 

① 産業・労働分野に関わる公認心理師

の実践 
 

6 
 
心理的アセスメントに関する理論と実践 
（                       ） 

① 公認心理師の実践における心理的

アセスメントの意義 
 

  ② 心理的アセスメントに関する理論

と方法 
 

  ③ 心理に関する相談、助言、指導等へ

の上記①及び②の応用 
 

7 
 
心理支援に関する理論と実践 
（                  ） 

① 力動論に基づく心理療法の理論と

方法 
 

  ② 行動論・認知論に基づく心理療法の

理論と方法 
 

  ③ その他の心理療法の理論と方法  

  ④ 心理に関する相談、助言、指導等へ

の上記①から③までの応用 
 

 

 

 

 

⑤ 心理に関する支援を要する者の特

性や状況に応じた適切な支援方法の

選択・調整 

 

8 
 
家族関係・集団・地域社会における心理支援

に関する理論と実践 
（                       ） 

① 家族関係等集団の関係性に焦点を

当てた心理支援の理論と方法 
 

大学等の名称を記載してください。 

「含まれる事項」を含む科目開講となっているか二者で確認してください。 

開講科目名の設定については通知を
参照してください。 
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② 地域社会や集団・組織に働きかける

心理学的援助に関する理論と方法 
 

  ③ 心理に関する相談、助言、指導等へ

の上記①及び②の応用 
 

9 
 
心の健康教育に関する理論と実践 
（                     ） 

① 心の健康教育に関する理論 
 

 

  ② 心の健康教育に関する実践  

担当者確認欄 

 

開講科目について、当該科目名が第１の２の要件を満たしていること及び含まれる事項を含んでい

ることを確認した。 

 

所属・職名        氏名              

 

所属・職名        氏名              

  

（注）開講科目名が第１の２の要件を満たしていること及び開講科目が含まれる事項を含んでいること

を確認の上、複数名でチェックし、担当者確認欄に記載すること。 

 

 

 

本件に関する照会先 

担当部署名  

 

住所 〒 

 

電話番号  

 

 
 

 

  

確認者二者の氏名等を漏れなく記載してください。 

電話番号とともに E メールアドレスも記載してください。 
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３．開講科目確認書の記載方法（変更の場合） 
 

開講科目確認書の記載事項に変更がある場合（例：開講科目名の変更）、提出済みの開講科目確認書をベ

ースに、「開講科目確認書（大学等）（変更届）」、「開講科目確認書（大学院）（変更届）」のように件名末

尾に（変更届）と付して、変更箇所に下線を付してください。 

  



 

 

- 6 - 
 

４．確認申請書の記載方法（新規の場合） 
※記載例とともに留意点をお示ししております 
 

 

 

（様式２） 
厚生労働大第○番 
令和○年○月○日 

 
 文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 専 門 教 育 課 長 

                   殿 
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 
 

厚生労働大学長 
○ ○ ○ ○  

          
 

 
確認申請書 

 
 標記について、「公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となるために必要な科

目の確認について」（平成 29 年９月 15 日 29 文科初第 879 号・障発 0915 第８号）に基づき申請します。 

  

公印不要 

宛先・件名・本文は変更しないでください 

文書番号を付さない組織においては、日付のみ記載

してください。 
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確認申請書（大学等） 

 

１．設置者 学校法人 ○○学園 

２．大学等の名称 
(学部・学科等含む) 

○○大学心理学部臨床心理学科公認心理師コース 

３．大学等の本部の住
所 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 

（学科が置かれるキャンパス：東京都港区○○１―１―１） 

４．実習演習科目の名
称及び開講（予定）年
月日 

科目名 開講（予定）年月日 

心理演習Ⅰ 平成 31 年４月１日 

心理演習Ⅱ 令和２年４月１日 

心理実習 令和２年４月１日 

５．実習演習科目の受
入可能人数（科目ご
とに記載）及び学科
等の定員 

心理演習の受入可能人数      30 人 

心理実習の受入可能人数      30 人 

学科等の定員 臨床心理学科：40 人 公認心理師コース：30 人 

※科目の受入可能人数が学科等の定員より少ない場合は、学生への周知方法及びその時期を記載 

各年度の４月に実施する全学年の臨床心理学科に在籍する学生に向けた
ガイダンスにおいて周知する。実習演習科目について、受講希望者が定員を
上回った場合については、ＧＰＡ、面談、進路希望により選考を行う。選考
の基準等は学生に対し、説明し透明性を担保している。 

６．実習演習担当教員 
の員数（科目ごとに
記載） 

心理演習Ⅰ、心理演習Ⅱ      ２人 

心理実習        ３人 

７．実習演習担当教員 

氏名 
担当科目名 

（４のうち担当する科目名のみ記載） 教員調書頁番号 

○○ ○○ 心理演習Ⅰ、心理演習Ⅱ、心理実習 １ 

○○ ○○ 心理演習Ⅰ、心理演習Ⅱ、心理実習 ２ 

○○ ○○ 心理実習 ３ 

 

  ・任意の番号を設定してください。 
欠番が発生しても構いません。 

・教員調書と整合をとってください。 

設置者は法人名です。 
例：「国立大学法人○○大学」、「公立大学法人
○○大学」、「学校法人○○学園」 
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８．実習施設 

名称 分野 所在地 
実習指導者

氏名 
実習指導者 
調書頁番号 

医療法人 厚労会 

こうろう病院 

（医療機関） 

 ① 東京都千代田区霞ヶ関１－１－１ 
田中 太郎 

山本 花子 

１－１ 

１－２ 

○○法人 ○○ 

児童福祉施設○○ 
② 東京都○○区○○１－１－１ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

２－１ 

２－２ 

学校法人○○学園 

○○中学校 
③ 東京都○○区○○１－１－１ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

３－１ 

３－２ 

○○学園 

（少年院） 
④ 東京都○○区○○１－１－１ 

（実習担当

教員２名） 
なし 

○○株式会社 

カウンセリング 

センター 

⑤ 東京都○○区○○１－１－１ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 

５－１ 

５－２ 

９．本件に関する 

照会先 

担当部署名 ○○大学○○課○○係 

住所 
〒000-0000 

東京都○○区○○１－１－１ 

電話番号 
03-0000-0000 

E-mail: aaa@aaa.ac.jp  

 
（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）「８．実習施設」の「分野」欄は、当該欄の左「名称」欄に記載した施設が、 

・保健医療分野に該当する場合は① 
・福祉分野に該当する場合は② 
・教育分野に該当する場合は③ 
・司法・犯罪分野に該当する場合は④ 
・産業・労働分野に該当する場合は⑤ 
をそれぞれ記載すること。 
なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習についても記載することと

し、その場合は、「分野」欄は空欄とすること。 
（注３）第２の２（１）の規定により、実習担当教員が実習指導を行う場合、実習指導者調書は不要であること。 
添付書類 

１ 教員調書 

電子メールでの連絡を行う場合もあり
ますので、記載してください。 

・①～⑤を記入（注２参照） 
・医療機関での実習は必須です。 

（注１）以降の記載については提出時に削除してください。 

実習施設承諾書の記載と合わせてください。 

実習指導者調書・実習施設承
諾書の記載と整合を取って
ください 

施設ごとに枝番を付すと、
追加・削除を経ても整理し
やすいです 
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電子メールでの提出で差し支えありません。 
koninshinrishi@mhlw.go.jp 

２ 実習指導者調書 
３ 実習施設承諾書 
４ 実習演習計画（特に第２の２（１）ア及び３（１）、４（１）及び（７）の内容がわかるものとすること） 

 (※) 書類はすべてＡ４版・片面・白黒印刷で提出すること。 

 
（通知抜粋） 
第２ 国の確認に当たっての留意事項 
１ 実習演習科目を担当する教員に関する事項  
（１）施行規則第３条第１項に規定する実習演習担当教員（以下「実習演習担当教員」 という。）の員数については、次に掲げる

とおりとすること。なお、この場合の教 員の員数については、当該大学等で当該科目を受講する学生（生徒を含む。以下同 
じ。）の合計数に基づき算定すること。  
ア 心理演習又は心理実習 学生 15 人につき一人  
イ 心理実践実習 学生５人につき一人 

２ 実習指導者に関する事項 
（１）施行規則第３条第４項に規定する実習指導者（以下「実習指導者」という。）の員数については、次に掲げるとおりとするこ

と。なお、心理実習については、実習指導者が当該心理実習中に実習生を指導することが困難な場合は、実習演習担当教員の
うち、心理実習及び心理実践実習を担当する教員（以下「実習担当教員」という。）が実習施設において実習生に指導を行うこ
ととすることも可能とする。 
ア 心理実習 同時に指導を行う学生 15 人につき一人 
イ 心理実践実習 同時に指導を行う学生５人につき一人 

３ 教育に関する事項 
（１）実習演習科目の教育内容については、別表１の「大学における必要な科目名」欄及び別表２の「大学院における必要な科目

名」欄の科目ごとの「含まれる事項」に掲げられる内容以上のものが含まれているべきこと。 
４ 実習に関する事項  
（１）施行規則第３条第３項に規定する実習施設は、実習担当教員による巡回指導が可能な範囲で選定し、巡回指導は、実習期間

中、概ね週１回以上定期的に行うこと。 
（７）心理実習及び心理実践実習の開講に当たっては、以下の事項に留意すること。  

ア 心理実習  
心理実習の時間は、80時間以上とすること。  
その際、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の５分野（以下「主要５分野」という。）に関する施設におい

て、見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は実習担当教員による指導を受けるべきこと。ただし、当分の
間、医療機関（病院又は診療所。以下同じ。）での実習を必須とし、医療機関以外の施設における実習については適宜行うこ
ととしても差し支えないこと。  

イ 心理実践実習  
心理実践実習の時間は、450時間以上とすること。  
また、実習において担当ケース（心理に関する支援を要する者等を対象とした心理的支援等）に関する実習時間は計270時

間以上（うち、学外施設における当該実習時間は90時間以上）とするべきこと。 
その際、主要５分野のうち３分野以上の施設において、実習を実施することが望ましい。ただし、医療機関における実習は

必須とするべきこと。なお、医療機関以外の施設においては、見学を中心とする実習を実施しても差し支えない。 
なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習は、心理実践実習の時間に含めて差し

支えないが、主要５分野のいずれにも含まれないこと。 
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５．確認申請書の記載方法（変更届の場合） 
※記載例とともに留意点をお示ししております 
 
 
 
 

厚 生 労 働大第 ○番 
令和３年１０月１日 

 
文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 専 門 教 育 課 長 
         殿 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 
 

厚生労働大学長 
○ ○ ○ ○  

 
確認申請書（変更届） 

 
標記について、「公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となるた

めに必要な科目の確認について」（平成29年９月15日29文科初第879号・障発0915第８号
）に基づき申請した内容について変更を届け出ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（よくある質問） 

Q 変更届の提出について、通知に「開講科目確認書の内容に変更があったとき、又は実習演習科目に

ついて国の確認を受けた場合であって、確認申請書の内容に変更があったときは、当該変更を行っ

た日から１か月以内に変更届」とありますが具体的にはいつから数えて１か月以内でしょうか。 

A 変更の内容が学内で確定してから１か月以内に提出してください。早い段階で確定していれば準備

でき次第提出いただいて構いません。ただし、婚姻等による教員の氏名変更や実習施設の住所変更

など軽微な変更の場合は、まとめての提出で差し支えありません。 

変更後１か月以内の日付 

公印不要 

宛先・件名・本文は変更しないでください 

文書番号を付さない組織においては、日付のみ記載

してください。 
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○変更箇所の概要 

   旧  新 

確認申請書（変更届） 

変更 学科名  臨床心理学科 → 心理学科 

変更 科目名  心理実習 → 

心理実習 A 
心理実習 B 
※令和５年度までは「心理
実習」。令和６年度からは
「心理実習 A」及び「心理
実習 B」の２科目の履修を
以て公認心理師となるた
めに必要な科目「心理実
習」の履修とする。なお、
令和５年度入学生までは
令和６年度以降も「心理実
習」の履修となる。 

変更 実習演習担当教員の員数（科
目ごとに記載） 

 心理実習２人 → 心理実習 A ２人 
心理実習 B ２人 

削除 実習施設  ○○病院 → 削除 

追加 実習施設  － → ○○診療所 

削除 担当教員 ｐ.３  ○○ ○○  削除 

追加 担当教員 ｐ.４  －  △△ △△ 

追加 実習指導者 p.６－１  －  ○○ ○○ 

追加 実習指導者 p.６－２  －  ○○ ○○ 

教員調書 

削除 教員調書頁番号ｐ.３  ○○ ○○ → 削除 

追加 教員調書頁番号ｐ.４  － → △△ △△ 

実習指導者調書 

追加 実習指導者調書頁番号 p.６－１  － → ○○ ○○ 

追加 実習指導者調書頁番号 p.６－２  －  ○○ ○○ 

実習施設承諾書 

変更 ○○病院 施設名称変更  ○○病院 → △△病院 

削除 ○○病院 －  ○○病院 → 削除 

追加 ○○診療所 －  － → ○○診療所 

 

オレンジ色は「変更、削除、追加」のいず
れか、青色は自由記述です。 

変更の場合、「施設名称変更」「所在地変更」のいずれかを記載してください 
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実習演習計画 

変更 実習時間  85 時間 → 95 時間 

削除 ○○病院での実習  
第 2 回○○病

院実習 
→ －削除 

追加 ○○診療所での実習  －  
第５回○○診療所実

習 

提出書類一覧 

・ 鏡文          

・ 変更箇所の概要 ･･･（以下略。提出時は全て記載すること）  
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確認申請書（大学等）（変更届） 
（記載例：教員、実習施設の追加の場合） 

１．設置者 学校法人 ○○学園 

２．大学等の名称 
(学部・学科等含む) 

○○大学心理学部心理学科公認心理師コース 

３．大学等の本部の住
所 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 

（学科が置かれるキャンパス：東京都港区○○１―１―１） 

４．実習演習科目の名
称及び開講（予定）年
月日 

科目名 開講（予定）年月日 

心理演習Ⅰ 平成 31 年４月１日 

心理演習Ⅱ 令和２年４月１日 

心理実習 A 

心理実習 B 

※令和５年度までは「心理実習」。令和６年度からは

「心理実習 A」及び「心理実習 B」の２科目の履修

を以て公認心理師となるために必要な科目「心理実

習」の履修とする。なお、令和５年度入学生までは

令和６年度以降も「心理実習」の履修となる。 

令和２年４月１日 

５．実習演習科目の受
入可能人数（科目ご
とに記載）及び学科
等の定員 

心理演習Ⅰ・心理演習Ⅱの受入可能人数    30 人 

心理実習 A・心理実習 B の受入可能人数    30 人 

学科等の定員 心理学科：40 人 公認心理師コース：30 人 

※科目の受入可能人数が学科等の定員より少ない場合は、学生への周知方法及びその時期を記載 

各年度の４月に実施する全学年の心理学科に在籍する学生に向けたガイ
ダンスにおいて周知する。実習演習科目について、受講希望者が定員を上回
った場合については、ＧＰＡ、面談、進路希望により選考を行う。選考の基
準等は学生に対し、説明し透明性を担保している。 

６．実習演習担当教員 
の員数（科目ごとに
記載） 

心理演習Ⅰ        ３人 

心理演習Ⅱ                           ３人 

心理実習 A        ２人 

心理実習 B                          ２人 

７．実習演習担当教員 

氏名 
担当科目名 

（４のうち担当する科目名のみ記載） 教員調書頁番号 

○○ ○○ 心理演習Ⅰ、心理演習Ⅱ、心理実習 A １ 

○○ ○○ 心理演習Ⅰ、心理演習Ⅱ、心理実習 B ２ 

開講の内容や科目
名称の変更があっ
た場合でも、開講
年月日は最初の開
講年月日のままと
し、変更しないで
ください。 

※変更箇所に下線を引いてください。 
設置者は法人名です。 
例：「国立大学法人○○大学」、「公立大学
法人○○大学」、「学校法人○○学園」 

提出済みの確認申請書をベースに、「開
講科目確認書（大学等）（変更届）」、」の
ように件名末尾に（変更届）と付してく
ださい。 
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△△ △△ 
心理演習Ⅰ、心理演習Ⅱ、心理実習 A、心

理実習 B 
４ 

 

８．実習施設 

名称 分野 所在地 
実習指導者

氏名 
実習指導者 
調書頁番号 

医療法人 厚労会 

こうろう病院 

（医療機関） 

① 東京都千代田区霞ヶ関１－１－１ 
田中 太郎 

山本 花子 

１－１ 

１－２ 

○○法人 ○○ 

児童福祉施設○○ 
② 東京都○○区○○１－１－１ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

２－１ 

２－２ 

学校法人○○学園 

○○中学校 
③ 東京都○○区○○１－１－１ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

３－１ 

３－２ 

○○学園 

（少年院） 
④ 東京都○○区○○１－１－１ 

（実習担当

教員２名） 
なし 

○○株式会社 

カウンセリング 

センター 

⑤ 東京都○○区○○１－１－１ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 

５－１ 

５－２ 

○○診療所 

（医療機関） 
① 東京都港区○○１―１―１ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

６－１ 

６－２ 

９．本件に関する 

照会先 

担当部署名 ○○大学○○課○○係 

住所 
〒000-0000 

東京都○○区○○１－１－１ 

電話番号 
03-0000-0000 

E-mail: aaa@aaa.ac.jp  

 
（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）「８．実習施設」の「分野」欄は、当該欄の左「名称」欄に記載した施設が、 

・保健医療分野に該当する場合は① 
・福祉分野に該当する場合は② 
・教育分野に該当する場合は③ 
・司法・犯罪分野に該当する場合は④ 
・産業・労働分野に該当する場合は⑤ 

電子メールでの連絡を行う場合もあり
ますので、記載してください。 

・任意の番号を設定してください。欠番が発生しても構いません。 
・教員調書と整合をとってください。 

・①～⑤を記入（注２参照） 
・医療機関での実習は必須です。 

（注１）以降の記載については提出時に削除してください。 

実習施設承諾書の記載と合わせてください。 

実習指導者調書・実習施設承
諾書の記載と整合を取って
ください 

施設ごとに枝番を付す
と、追加・削除を経ても
整理しやすいです 
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電子メールでの提出で差し支えありません。 
koninshinrishi@mhlw.go.jp 

をそれぞれ記載すること。 
なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習についても記載することと

し、その場合は、「分野」欄は空欄とすること。 
（注３）第２の２（１）の規定により、実習担当教員が実習指導を行う場合、実習指導者調書は不要であること。 
添付書類 

１ 教員調書 
２ 実習指導者調書 
３ 実習施設承諾書 
４ 実習演習計画（特に第２の２（１）ア及び３（１）、４（１）及び（７）の内容がわかるものとすること） 

 (※) 書類はすべてＡ４版・片面・白黒印刷で提出すること。 

 
通知抜粋 
第２ 国の確認に当たっての留意事項 
１ 実習演習科目を担当する教員に関する事項  
（１）施行規則第３条第１項に規定する実習演習担当教員（以下「実習演習担当教員」 という。）の員数については、次に掲げる

とおりとすること。なお、この場合の教 員の員数については、当該大学等で当該科目を受講する学生（生徒を含む。以下同 
じ。）の合計数に基づき算定すること。  
ア 心理演習又は心理実習 学生 15 人につき一人  
イ 心理実践実習 学生５人につき一人 

 
２ 実習指導者に関する事項 
（１）施行規則第３条第４項に規定する実習指導者（以下「実習指導者」という。）の員数については、次に掲げるとおりとするこ

と。なお、心理実習については、実習指導者が当該心理実習中に実習生を指導することが困難な場合は、実習演習担当教員の
うち、心理実習及び心理実践実習を担当する教員（以下「実習担当教員」という。）が実習施設において実習生に指導を行うこ
ととすることも可能とする。 
ア 心理実習 同時に指導を行う学生 15 人につき一人 
イ 心理実践実習 同時に指導を行う学生５人につき一人 

３ 教育に関する事項 
（１）実習演習科目の教育内容については、別表１の「大学における必要な科目名」欄及び別表２の「大学院における必要な科目

名」欄の科目ごとの「含まれる事項」に掲げられる内容以上のものが含まれているべきこと。 
４ 実習に関する事項  
（１）施行規則第３条第３項に規定する実習施設は、実習担当教員による巡回指導が可能な範囲で選定し、巡回指導は、実習期間

中、概ね週１回以上定期的に行うこと。 
（７）心理実習及び心理実践実習の開講に当たっては、以下の事項に留意すること。  

ア 心理実習  
心理実習の時間は、80時間以上とすること。  
その際、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の５分野（以下「主要５分野」という。）に関する施設におい

て、見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は実習担当教員による指導を受けるべきこと。ただし、当分の
間、医療機関（病院又は診療所。以下同じ。）での実習を必須とし、医療機関以外の施設における実習については適宜行うこ
ととしても差し支えないこと。  

イ 心理実践実習  
心理実践実習の時間は、450時間以上とすること。  
また、実習において担当ケース（心理に関する支援を要する者等を対象とした心理的支援等）に関する実習時間は計270時

間以上（うち、学外施設における当該実習時間は90時間以上）とするべきこと。 
その際、主要５分野のうち３分野以上の施設において、実習を実施することが望ましい。ただし、医療機関における実習は

必須とするべきこと。なお、医療機関以外の施設においては、見学を中心とする実習を実施しても差し支えない。 
なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習は、心理実践実習の時間に含めて差し

支えないが、主要５分野のいずれにも含まれないこと。 
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６．教員調書の記載方法 

 

教員調書 
 

大学等の名称  

氏名  

生年月日  

教

員

資

格

要

件 

公認心理師の資格登録 
１．有 （登録日：  年  月  日） 

   ２．無 

公認心理師実習演習担当教員養成講習会 
   １．修了（修了日：  年  月  日） 
   ２．未修了 

教
員
資
格
要
件
に
係
る 

教
授
・
業
務
歴 

大学等勤務先・職名 
心理に関する教授・業務内容 

（注３に示す要件に係るもののみ） 
年 月～ 年 月 

（従事した期間 年 か月） 
   

   

   

   

従事した期間の合計  

（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）教員ごとに作成すること。 
（注３）実習演習担当教員は次のいずれかに該当する者であること。 

① 公認心理師の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事した経験
を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学
大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚
生労働大臣に届け出られたものを修了した者 

② 大学（大学院及び短期大学を含む。）の教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育
に係る実習又は演習の教授に関し３年以上の経験を有する者 

③ 専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し３
年以上の経験を有する者 

（注４）（注３）のうち①に該当する者は、公認心理師実習演習担当教員養成講習会の修了証の写し及び
公認心理師登録証の写しを添付すること。 

 

 

 

 

 

和暦で記載。 

注については、削除して提出してください。 

確認申請書の記載と統一してください。旧字体
と新字体の混同などにご留意ください。 

職階（職名）を
必ず記入。 

注３に示す要件に係るもの
のみ記載し、それ以外は記
載しないでください。 

和暦で記載し、現在も継続してい
るものについては、どの時点で記
載しているのかわかるようにし
てくさい。 

重複する期間はダブルカウントせず、各要件
に示す年数を満たすことをご確認ください。 
 

「公認心理師の資格登録」、「公
認心理師実習演習担当教員養成
講習会」のいずれも、１または２
に必ず「○」をつける。 

最新の教授・業務歴としては、申請大学で
の該当する教育歴を記載してください。記
載がない場合、着任状況をお伺いします。 

※ 従事した期間の年月の計算について、例えば平成 27 年 4 月１日～平成 28 年３月１日の場合は、 
平成 28 年３月の従事期間は数えず、２月末までで計算し、11 か月とする。 
平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日の場合は、平成 28 年３月の従事期間は数え、１年とする。 

①に該当し公認心理師登録証と公認心理師実
習演習担当教員養成講習会修了証を添付する
場合は、教員毎に教員調書の次ページに添付し
てください。 
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（記載例） 
 

教員調書 
教員調書頁番号：１ 

大学等の名称 ○○大学 

氏名 ○○ ○○ 

生年月日 昭和○○年○月○日 

教
員
資
格
要
件 

公認心理師の資格登録 
１．有 （登録日：平成○年○月○○日） 
２．無 

公認心理師実習演習担当教員講習会 
１．修了（修了日：令和○年○月○○日） 
２．未修了 

教
員
資
格
要
件
に
係
る 

教
授
・
業
務
歴 

 

大学等勤務先・職名 
心理に関する教授・業務内容 

（注３に示す要件に係るもののみ） 
年 月～ 年 月 

（従事した期間 年 か月） 
△△大学心理学部心
理学科・特任准教授 

○○心理実習Ⅰ（心理分野の教育に係
る実習科目を担当） 

平成 27 年４月～平成 30 年３月
（３年） 

△△大学心理学部心
理学科・准教授 

○○心理実習Ⅱ（心理分野の教育に係
る実習科目を担当） 

平成 30 年４月～平成 31 年３月
（１年） 

○○大学心理学部心
理学科・教授 

○○心理演習（心理分野の教育に係る
演習科目を担当） 

平成 31 年４月～現在に至る（令和
６年 10 月現在）（３年６か月） 

従事した期間の合計 ９年６か月 
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７．実習指導者調書の記載方法 
 
 

実習指導者調書 
 

実習施設の名称  

氏名  

生年月日  

実
習
指
導
者
資
格
要
件 

公認心理師の資格登録 
１．有 （登録年月日：  年  月  日） 

 ２．無 

公認心理師実習指導者講習会 
 １．修了（修了年月日：  年  月  日） 
 ２．未修了 

実
習
指
導
者
資
格
要
件
に 

係
る
職
歴 

 

勤務先・職名 
心理に関する業務内容 

（心理に係る内容を明確かつ具体的に記載） 
年 月～ 年 月 

（従事した期間年 か月） 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

従事した期間の合計  

（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）実習指導者ごとに作成すること。 
（注３）実習指導者は次のいずれかに該当する者であること。 

① 公認心理師の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事した経験を有す
る者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大
臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られた
ものを修了した者 

② 法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、必要な
科目を開設する大学等が適当と認める者 

（注４）（注３）のうち①に該当する者は、公認心理師実習指導者養成講習会の修了書の写し及び公認心理師
登録証の写しを添付すること。 

注については、削除して提出してください。 

確認申請書の記載と統一してください。旧字体
と新字体の混同などにご留意ください。 

和暦で記載。 

「公認心理師の資格登録」、「公
認心理師実習演習担当教員養成
講習会」のいずれも、１または２
に必ず「○」をつける。 

職名を必ず記入。 
注３に示す要件に係るもの
のみ記載し、それ以外は記
載しないでください。 

和暦で記載し、現在も継続してい
るものについては、どの時点で記
載しているのかわかるようにし
てくさい。 

重複する期間はダブルカウントせず、各要件
に示す年数を満たすことをご確認ください。 
 

最新の職歴としては、実習施設での職歴を
記載してください。記載がない場合、着任
状況をお伺いします。 

※ 従事した期間の年月の計算について、例えば平成 27 年 4 月１日～平成 28 年３月１日の場合は、 
平成 28 年３月の従事期間は数えず、２月末までで計算し、11 か月とする。 
平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日の場合は、平成 28 年３月の従事期間は数え、１年とする。 

①に該当し公認心理師登録証と公認心理師実
習指導者養成講習会修了証を添付する場合は、
実習指導者毎に実習指導者調書の次ページに
添付してください。 
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（記載例） 
 
 

実習指導者調書 
 

実習指導者調書頁番号：１－１ 
 
 

実習施設の名称 ○○法人○○病院 

氏名 ○○ ○○ 
生年月日 昭和○○年○○月○○日 

実
習
指
導
者
資
格
要
件 

公認心理師の資格登録 
１．有 （登録年年月：平成○○年○月○○日） 

 ２．未修了 

公認心理師実習指導者講習会 
 １．修了（修了年月日：令和○年○月○○日） 
 ２．未修了 

実
習
指
導
者
資
格
要
件
に 

係
る
職
歴 

 

勤務先・職名 
心理に関する業務内容 

（心理に係る内容を明確かつ具体的に記載） 
年 月～ 年 月 

（従事した期間年 か月） 
○○法人○○ 

○○診療所・臨床心理士 
患者への心理面接、心理検査 

平成 27 年４月～令和３年
３月（６年） 

○○法人○○ 

○○病院神経精神科・公認心理

師、臨床心理士 
患者への心理面接、心理検査 

令和２年 10 月～現在に至
る（令和６年 10 月現在（４
年）） 

従事した期間の合計 ９年６か月 
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８．実習施設承諾書の記載方法 

 
実習施設承諾書 

 
 

令和○年○○月○○日 
 

○○○大学長  殿 
 
 

実習施設 
の 名 称 

所 在 地 

代 表 者 
 
 

当施設は、○○○大学が公認心理師法施行規則等に基づいて行う実習の実習施設として、実習生を受
け入れることを承諾いたします。 

 

鏡文よりも前の日付となっているか。
原本は大学において保管。写しを提出。 

法人名も含め、正しい名称の記載を依頼してください。 
（施設名が変更となった場合の突合作業のため） 
押印は不要です。 

法人本部の所在地と実習場所の住所が異
なる場合、どちらもわかる形として下さ
い。確認申請書（変更届）には、実習場所
の住所を記載してください。 

誤りがないか。 

誤りがないか要確認。 
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（記載例） 
 

 
実習施設承諾書 

 

 

令和６年９月１日 

 

○○○大学長  殿 

 

 

実習施設 ○○法人○○ 

の 名 称 ○○病院 

所 在 地 東京都○○区○○１－１－１ 

（実習場所） 

東京都△△区○○２－２－２ 

代 表 者 ○○ ○○ 

 

 

当施設は、○○○大学が公認心理師法施行規則等に基づいて行う実習の実習施設として、実習

生を受け入れることを承諾いたします。 
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９．実習演習計画について  （記載例） 

 
 
 
 

 

 

○○大学○○学部○○学科 

実習演習計画 

 

演習計画書 

科目名 

「心理演習」 

 

対象 

学部３年次 

 

実施場所 

○○大学○○キャンパス 

 

期間 

学部３年次４月より翌年３月までの１年間 

（令和３年４月より開始） 

 

教員数・受入可能人数 

実習演習担当教員は２名であり、大学において、教授、准教授、講師又は助教としての心理分野の教

育に係る実習又は演習の教授に関し３年以上の経験を有する。学生の受入可能人数は 30 名であり、教

員１名につき担当する学生が 15 名以内となるよう、同一内容の演習科目を２コマ分開講する予定であ

る。 

対象の学部３年次生が１年次に実施したアンケートにおいて、「心理演習」の受講希望者は 30 名に満

（留意点） 

○通知で示している「含まれる事項」に掲げられる内容以上のものが含ま

れている必要があります。 

○「含まれる事項」に該当する部分には、下線を付してください。 

○計画の内容は、具体的に記入してください。 

○施設での実習時間が極端に短くならないようご留意ください。 

※様式不問ですが、このように作成いただきますと、通知に示す事項を網羅した開講で 
あることが明記されたものとなります。 

※通知に示す事項を網羅した開講であることが読み取れる資料であれば、シラバス等資 
料をご提出いただくことでも差し支えありません。 

※「10．実習演習計画チェックリスト」をご活用いただき、必要事項を網羅しているか 
ご確認ください。 
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たない状況であった。このため、「心理演習」の受入人数が 30 人でも当面対応できる見込みである。同

様のアンケートは毎年実施しており、受講希望者が増加した場合には、実習演習担当教員の拡充など体

制の強化もしていく考えである。その一方、大学院への進学を考えている学生のフォローなど出口を見

据えた指導を行う、適切な規模での学生受け入れを引き続き検討していく。 

 

演習内容 

90 分の授業を 15 回実施する。また、各授業回の内容を踏まえた課題を適宜課し、公認心理師に必要

な知識及び技能の基本的な水準の修得を目指す。 

各回の授業では、具体的な場面を想定した役割演技 （ロールプレイング）を行い、かつ、事例検討を

通し後述の内容を取り上げる。 

 

演習内容（具体的内容） 

具体的には、以下の内容で公認心理師に必要な基本的知識及び技能を修得させていく。 

1. （ア）心理に関する支援を要する者等に関する知識及び技能の修得のうち、（１）コミュニケーショ

ン、（３）心理面接に関しては、･･･。 

2. （ア）心理に関する支援を要する者等に関する知識及び技能の修得のうち、（２）心理検査に関して

は、･･･。 

3. （ア）心理に関する支援を要する者等に関する知識及び技能の修得のうち、（４）地域支援に関して

は、･･･。 

4. （イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成に関しては、･･･。 

5. （ウ）心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチに関しては、･･･。 

6. （エ）多職種連携及び地域連携に関しては、 

7. （オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解に関しては、･･･。 

 

各回の内容については添付資料のシラバスを参照。 
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実習計画書 

科目名 

「心理実習」 

 

対象 

学部４年次 

 

実施場所 

○○大学○○キャンパス 

 

期間 

学部４年次４月より翌年３月までの１年間 

（令和４年４月より開始） 

 

教員数・受入可能人数 

実習演習担当教員は 10 名であり、大学において、教授、准教授、講師又は助教としての心理分野の

教育に係る実習又は演習の教授に関し３年以上の経験を有する。学生の受入可能人数は 30 名とし、き

め細やかな指導ができるよう設定した。２名のメインとなる教員を配置し、その他８名については、実

習施設への引率・巡回指導のサポートを行う。 

対象の学部４年次生が１年次に実施したアンケートにおいて、「心理実習」の受講希望者は 30 名に満

たない状況であった。このため、「心理実習」の受入人数が 30 人でも当面対応できる見込みである。同

様のアンケートは毎年実施しており、受講希望者が増加した場合には、実習演習担当教員の拡充など体

制の強化もしていく考えである。その一方、大学院への進学を考えている学生のフォローなど出口を見

据えた指導を行う、適切な規模での学生受け入れを引き続き検討していく。 

実習施設（計９施設） 

いずれの施設についても、実習生の受入れと実習内容についての承諾を得ている。なお、当該施設か

らの承諾については、別添の「実習施設承諾書」のとおりである。 

 

保健医療分野（２施設）※いずれも医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に規定する病院又は診療所 
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（１）○○法人○○ ○○病院 

 30 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 

 

（２）○○法人○○ ○○診療所 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

福祉分野（２施設） 

（３）○○法人○○ 児童福祉施設○○ 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

（４）○○法人○○ 児童福祉施設○○ 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

教育分野（２施設） 

（５）学校法人○○学園 ○○中学校 

 30 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 

 

（６）○○市立○○特別支援学校 

 30 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 

 

司法・犯罪分野（２施設） 

（７）○○学園（少年院） 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

（８）○○少年鑑別所 

 30 名受入れ可能。実習時間 10 時間（見学時間５時間、事前事後指導５時間） 

 

産業・労働分野（１施設） 

（９）○○株式会社カウンセリングセンター 

 15 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 
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実習時間 

計 86 時間（見学時間 45 時間、事前事後指導 41 時間） 

上記の施設については、いずれも 30 名が受入れ可能である。30 名全員について、計 92 時間の学習

時間を確保する予定である。なお、各施設における実習内容の詳細は後述のとおりである。 

 

実習指導・巡回指導 

上記（１）～（８）の施設においては、１施設につき２名の実習指導者（いずれも公認心理師法（平

成 27 年法律第 68 号）第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事し、又は従事した経験を有する者

で、本学が適当と認める者である。）が実習指導を行う。 

上記（９）の施設においては、１回につき 15 名までのグループにそれぞれグループ分けし、１名の

実習指導者（公認心理師法（平成 27 年法律第 68 号）第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事

し、又は従事した経験を有する者で、本学が適当と認める者である。）が実習指導を行う。 

また、学外実習においては、週１回以上（５回に１回以上）実習担当教員による巡回指導を行う。 

 

実習内容（概要） 

実習生が、次の（ア）から（ウ）までに掲げる事項について、主要５分野の施設において、見学等に

よる実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は実習担当教員による指導を受ける内容とした。 

医療機関での実習も計画している。 

また実習担当教員が、実習生の実習状況について把握し、次の（ア）から（ウ）までに掲げる事項に

ついて基本的な水準の修得ができるように、実習生及び実習指導者との連絡調整を密に行うよう計画し

た。 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ 

（イ）多職種連携及び地域連携 

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

 

次ページ以降分野ごとの実習内容。 

各回の内容については添付資料のシラバスを参照。 

  



  

- 27 - 
 

 

保健医療分野における心理実習の内容 

 

保健医療分野（２施設）※いずれも医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に規定する病院又は診療所 

 （１）○○法人○○ ○○病院 

 30 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 

 

 （２）○○法人○○ ○○診療所 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

施設での実習内容 

①･･･。 

 

②･･･。 

 

③･･･。 

 

実習時間 計 19 時間（見学時間 10 時間、事前事後指導 9 時間） 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについては、･･･で学ぶ。 

 

（イ）多職種連携及び地域連携については、･･･で学ぶ。 

 

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解については、･･･で学ぶ。 
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福祉分野における心理実習の内容 

 

福祉分野（２施設） 

 （３）○○法人○○ 児童福祉施設○○ 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

 （４）○○法人○○ 児童福祉施設○○ 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

施設での実習内容 

①･･･。 

 

②･･･。 

 

③･･･。 

 

実習時間 計 12 時間（見学時間６時間、事前事後指導６時間） 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについては、･･･で学ぶ。 

 

（イ）多職種連携及び地域連携については、･･･で学ぶ。 

 

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解については、･･･で学ぶ。 
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教育分野における心理実習の内容 

 

教育分野（２施設） 

 （５）学校法人○○学園 ○○中学校 

 30 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 

 

 （６）○○市立○○特別支援学校 

 30 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 

 

施設での実習内容 

①･･･。 

 

②･･･。 

 

③･･･。 

 

実習時間 計 26 時間（見学時間 14 時間、事前事後指導 12 時間） 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについては、･･･で学ぶ。 

 

（イ）多職種連携及び地域連携については、･･･で学ぶ。 

 

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解については、･･･で学ぶ。 
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司法・犯罪分野における心理実習の内容 

 

司法・犯罪分野（２施設） 

 （７）○○学園（少年院） 

 30 名受入れ可能。実習時間６時間（見学時間３時間、事前事後指導３時間） 

 

 （８）○○少年鑑別所 

 30 名受入れ可能。実習時間 10 時間（見学時間５時間、事前事後指導５時間） 

 

施設での実習内容 

①･･･。 

 

②･･･。 

 

③･･･。 

 

実習時間 計 16 時間（見学時間８時間、事前事後指導８時間） 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについては、･･･で学ぶ。 

 

（イ）多職種連携及び地域連携については、･･･で学ぶ。 

 

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解については、･･･で学ぶ。 
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産業・労働分野における心理実習の内容 

 

産業・労働分野（１施設） 

 （９）○○株式会社カウンセリングセンター 

 15 名受入れ可能。実習時間 13 時間（見学時間７時間、事前事後指導６時間） 

 

施設での実習内容 

①･･･。 

 

②･･･。 

 

③･･･。 

 

実習時間 計 13 時間（見学時間 7 時間、事前事後指導６時間） 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについては、･･･で学ぶ。 

 

（イ）多職種連携及び地域連携については、･･･で学ぶ。 

 

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解については、･･･で学ぶ。 

 

以上 
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10．実習演習計画チェックリスト 
 
（心理演習・心理実習）･･･大学等 
□ ①心理実習において、実習指導者の員数が、同時に指導を行う学生 15 人につき一人以上となっているか。 
 
□ ②通知別表１の「大学における必要な科目名」欄の科目ごとの「含まれる事項」に掲げられる内容以上の

ものが含まれているか。 
 
□ ③心理実習において、実習担当教員による巡回指導が、実習期間中、概ね週１回以上定期的に行われてい

るか。 
 
□ ④心理実習の時間は、80 時間以上となっているか。 
 
□ ⑤心理実習において、医療機関（病院又は診療所。）での実習が含まれているか。 
 
 
（心理実践演習）･･･大学院 
□ ①実習指導者の員数が、同時に指導を行う学生５人につき一人以上となっているか。 
 
□ ②通知別表２の「大学院における必要な科目名」欄の科目ごとの「含まれる事項」に掲げられる内容以上

のものが含まれているか。 
 
□ ③実習担当教員による巡回指導が、実習期間中、概ね週１回以上定期的に行われているか。 
 
□ ④時間が、450 時間以上となっているか。 
 
□ ⑤担当ケース（心理に関する支援を要する者等を対象とした心理的支援等）に関する実習時間が計 270 時

間以上（うち、学外施設における当該実習時間が 90 時間以上）となっているか 
 
□ ⑥医療機関における実習が含まれているか。 
 

提出前の確認にご使用ください。 
提出書類には含めないでください。 
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11．提出書類チェックリスト 
 
 
【提出書類】 ※ホームページに掲載している最新様式を使用してください 
 

 □①鑑文 ※開講科目確認書（変更届）の提出に際しては不要 
□②変更箇所の概要 
□③開講科目確認書（変更届）または確認申請書（変更届） 
□④教員調書 
□⑤実習指導者調書 
□⑥実習施設等承諾書 
 
□⑦実習演習計画 

 
【提出方法】 
 

変更届の受領後、記載内容が法令等に則ったものか確認しています。スムーズに確認を行うため、以下
の点についてご協力をお願いします。 

 
（電子メールでの提出） 

提出先：koninshinrishi@mhlw.go.jp 

 
○電子メールで提出する際には、PDF ファイルに変換し一つのファイルに結合したのち提出してく

ださい。 
○PDF のファイル容量が 10MB を超える場合については、複数のファイルに分割し提出してくださ

い。（その際、各ファイル名に「01̲、02̲･･･」等連番を付してください。） 
○PDF にパスワードを付す場合については、ZIP ファイルではなく、PDF ファイル自体にパスワー

ドを設定するようにしてください。 
○電子メールで提出があった場合については、おおむね一週間を目安に受信確認の連絡をしていま

す。連絡がない場合については、受信がうまくできていない可能性がありますので、電話での確認
をお願いします。 

○メールの件名、ファイル名については以下のとおりとしてください。 
件名  ：【変更届提出】公認心理師となるために必要な科目（大学名） 
ファイル名 ：01̲【変更届】公認心理師となるために必要な科目（大学名） 

 
（書類での提出） 
 

○フラットファイル・ホチキス留め・綴紐等でまとめる必要はありません。 
  ○目次・仕切り紙等は不要です。必要書類のみ送付してください。 

○提出は１部としてください。文部科学省用と厚生労働省用にそれぞれ１部、といった提出は不要で

必須 
 

必要に応じて 
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す。 
 

（共通） 
○記載事項の確認などの連絡を行う場合があります。提出時に、担当者氏名・電話番号・メールアド

レスをお知らせください。 
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12．Q＆A 
 
Q 科目名の一部を変更したいのですが、変更届を提出しなくてはなりませんか。 

A 科目名の一部を変更する場合についても変更届を提出してください。変更する科目名には下線
を引いてください。 

 
Q 学部の「心理実習」において、実習指導者が当該心理実習中に実習生を指導することが困難

なため実習演習担当教員のうち、心理実習を担当する教員（実習担当教員）が実習施設にお
いて実習生を指導する予定です。その場合確認申請書にどのように記載すれば良いですか。 

A「確認申請書（大学等）」の「８．実習施設」のうち、当該実習施設の「実習指導者氏名」の欄
に、カッコ書きで実習演習担当教員の氏名を記載するか、「※実習演習担当教員」を付記する
などして、その違いがわかるように記載してください。なお、この場合における実習演習担当
教員の実習指導者調書は不要です。 

 
Q「心理演習」の実習演習担当教員が、「心理実習」科目も担当することとなりました。再度教
員調書の提出は必要ですか。 

A 必要ありません。担当科目名の欄の変更は必要です。 
 
Q 学科名やコース名が変わった場合、変更届は提出しますか。 

A 学科名の変更は変更届を提出してください。 
コース名は元々確認申請書に記載いただいていた場合は、変更届を提出してください。 

 
Q 確認申請書の実習施設の名称を記載するところがありますが、法人名も記載しますか。 

A 法人名および実習施設名を記載してください。（実習施設の名称が変更となった場合に突合作
業を行うため。） 
 
Q 実習先として追加したい実習施設があるが、実習施設にして良いか。また、分野はどのよう
に判断すれば良いか。 

A 実習施設ついては、「公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚
生労働大臣が別に定める施設（平成二十九年九月十五日、文部科学省・厚生労働省告示第五号）」
にて定めております。こちらをご確認いただき、各大学にて適切にご判断ください。 
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このほかご不明点等ありましたら、以下担当へお問い合わせください。 
 
〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
精神・障害保健課公認心理師制度推進室 
TEL:03-5253-1111（内線 3112） 
Mail：（koninshinrishi@mhlw.go.jp） 

 
 
 


